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楽 譜



 
 

『始めよう、協働のまちづくりの演奏を』 

 

 登米市は、北上川、迫川の流れが大地を潤し、豊かな田園と森林が広がっ

ています。更にラムサール条約指定登録湿地の伊豆沼・内沼をはじめ、県内

最大の湖沼である長沼があり、冬になると、渡り鳥を優しく迎え入れます。

この豊かな「水の里」で、私たちは互いに助け合いながら、コミュニティ（地

域社会）を育んできました。 

 しかし、少子高齢化や核家族化が進み、この地域の助け合いの精神が年々

希薄になりつつあります。また、社会環境や時代の変化に伴い、市民のライ

フスタイルや価値観の多様化、地方分権の進展などと相まって、地方は今、

大きな転換期を迎えています。 

 このような中、より一層市民と行政が共通の目標を持ち、共に話し合い、

共に活動していく「協働」というまちづくりが必要となってきています。 

 「協働のまちづくり」とは、みんなで美しい音楽を奏でるオーケストラに

似ています。 

例えるなら、市民の皆さんも行政も、「登米市オーケストラ」の一員です。

奏者には、いろんな役割があります。華やかな金管楽器、リズミカルな打楽

器、優しく力強い木管楽器・・・。一人ひとりがそれぞれの特性を最大限発

揮し、互いに信頼しあい、協力して責任を果たすことによって、初めて素敵

な音楽を奏でることができます。 

 さあ、「登米市オーケストラ」の始まりです。市民の皆さん一人ひとりが主

役です。みんなが奏でるハーモニーで、登米市を素敵な音色で包みましょう。 

 

 この指針は、登米市が市民と行政の協働によるまちづくりを推進していく

ための基本的な考え方についてまとめたものです。 
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 序 奏 

 

 



 
 

 
 
第１小節 協働とは？ 
 

今、全国各地の自治体において「協働」という言葉が使われ、様々な取組

が行われています。「協働」とは一体どのようなものなのでしょうか。 

一般的には、「異なる環境や立場にある人や、異なる考え方を持った人たち

が相互理解と信頼の下に共通の目的に向かって活動し、今までにないものを

創り上げていくこと」と言われています。 

これを市民※１と行政にあてはめると、どうなるのでしょうか。 

それは、市民が行政任せの姿勢から脱却し、「自分たちの地域は自分たちの

手で」と主体的に取り組み、そこに行政がパートナーとして関わることで、

市民と行政がそれぞれの役割を果たし、協力し合いながら、より良いまちづ

くり※２を目指すことと言えます。 

これらを踏まえ、「協働」の定義を次のように定めます。 

今後、この意味を市民と行政が共に理解し合い、共有することで、同じ方

向に向った「協働のまちづくり」が進んでいきます。 
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［解説］ 

「協働の理念」 

  協働とは、それぞれが持つ能力を生かしな

がら、共通の意識を持って公共の課題を解決

するため、自主性を持つ対等な立場の下で、

相乗効果をあげながら力を合わせて取り組

むことです。登米市民においても、これまで

培われた協働の精神の下に、市民と行政が一

体となった新たなまちづくりが求められて

います。 

※１ 

「市民」 

  登米市に在住・在勤するすべての個

人、団体、事業者。 

※２ 

「まちづくり」 

  道路や上下水道の整備などのハー

ド面だけでなく、健康づくりや住民参

加の仕組みづくりなどのソフト面ま

で、市民一人ひとりがより良い暮らし

をつくっていく活動そのものすべて

がまちづくりです。 

第１楽章 協働の理念 

 

協働とは？ 

 

 

～協働とは～ 

市民と行政が、まちづくりに関する共通の目標を持ち、その実現に向

って個々の持っている能力を最大限活用し、互いの信頼関係の下、協力

してまちづくりに取り組むことです。 



 
 
 
 
 
第２小節 協働の必要性 
 
地方分権※１の進展や市民のライフスタイル・価値観等が多様化する中で、

地域が抱える課題も複雑化し、従来の平等で公平なサービスを基本としてき

た行政だけでは対応できないことも増加してきています。 

 市民が求め、行政が担うという一方通行的な考え方ではなく、異なる立場

を持つ者同士が公共・地域を担い合うという双方向型の取り組みが、地域づ

くりを進める上で必要となっています。 
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市民 行政 

○ライフスタイルや価値観の多様化 

○市政への参画意識の高まり 

○自治意識の希薄化 

○社会貢献活動意識の高まり 

○情報不足 

○地方分権の進展 

○市民ニーズの多様化 

○市民の市政参画の推進 

○情報共有化の促進 

○行財政改革の推進 

相互協力が

必要 

「協働」が必要な主な要因 

［解説］ 

「自治意識の希薄化」 

  少子・高齢化、都市化などの社会経済環境

の変化によって、地域コミュニティが希薄化

しつつあります。その結果、子育て支援、独

居老人への支援、防災・防犯対策など、古く

から地域住民が助け合いながら取り組んで

きた問題に対しての住民の意識も薄れてき

ています。 

※１ 

「地方分権」 

  国が持っていた権限や財源を、県や

市町村に移して地域のことは地域で

決められるようにすること。これは、

できるだけ住民に近いところで政策

や税金の使い方を決めることができ

るようにという意図によるものです。



 
 
 
 
 
第３小節 協働の効果 
 
 市民と行政が協働のまちづくりを進めることにより、次のような効果が期

待できます。 
 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

市民 行政 

○市民ニーズに合った効果的サ

ービスの享受 

○市政参画の促進 

○地域活動、自主的活動の活性化 

○自治意識の向上 

○社会的評価の高まり 

○市民満足度の向上 

○迅速で多様な行政サービスの提供 

○行財政運営の改善 

○市民創造力の活用による市政運営 

○職員の意識改革 

相乗効果 

「協働」による効果 

［解説］ 

「市民満足度の向上」 

  市民のライフスタイルや価値観が多様化

する中で、市民ニーズを的確に把握し、まち

づくりに生かしていくことが求められてい

ます。 

  このため、広報紙やホームページなどを活

用して、迅速で正確な情報を提供し、市民と

行政の情報の共有化を図りながら、市民満足

度の向上のため、効率的で効果的な施策を実

施していく必要があります。 

 

「市民創造力の活用による市政運営」 

  市民の皆さんが持っている知識・技

術・経験・才能を最大限に生かしなが

ら、まちづくりに取り組んでいくこと

です。 

 

「職員の意識改革」 

  市民ニーズを的確に把握するためにも、市

民からの意見を傾聴し、常に市民感覚を持つ

必要があります。 

  また、協働事業を行っていく過程の中で

は、職員の調整能力も必要となってきます。



 
 

 
 
第１小節 市民の役割 
 
 協働のまちづくりを推進する主体は、市民と行政です。それぞれの主体が、

その特性や役割を認識して、まちづくりを進めることが大切です。 

市民とは、個人だけではなく、町内会等の地域自治組織やＮＰＯ※１（市民

活動団体）、事業者等です。 
 

 

                                          

 

    ○まちづくりの主体の一員           ○地域活動の母体 

    ○情報の収集                 ○地域自治の運営 

    ○地域活動への積極的参加           ○地域課題の検討、解決 

    ○知識・能力の活用              ○地域住民の交流促進 

                                   

 

 

 

 

    ○活動の理解                 ○地域活動・市民活動への支援 

    ○活動の場の提供               ○専門的な情報・技術の提供 

    ○他団体等とのネットワーク構築        ○市政施策への協力 

    ○公益的サービスの提供支援           
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個人の役割 地域自治組織の役割 

ＮＰＯの役割 事業者等の役割 

第２楽章 協働の主体 

※１ 

「ＮＰＯ」 

  非営利組織の略称で、ボランティア団体を

はじめとする営利を目的としない、自発的・

自立的な社会貢献活動を行う市民活動団体

をいいます。 

  法人格の有無は問いません。 

 

 
 



 
 
 
 
 
第２小節 市民の特性 
 
 パートナーとなる市民には、様々な特性があります。協働事業を円滑に推

進するためには、パートナーの特性を理解し、事業実施のメリットを整理す

ることがポイントとなります。 

 

パートナーの区分 特 性 協働事業実施のメリット 

行政区、町内会、自治会 

 地縁的なつながりがあり、相

互扶助、地域内協力の体制が整

備されています。 

 区域内の活動を主体的に実施す

ることができます。 

 

コミュニティ※１推進協議会 

 

 比較的大きな地域的広がりを

持ち、地域性、組織活動の安定

性があります。 

 活動範囲が広いので、公益的なサ

ービス提供を主体的に担うことが

できます。 

Ｎ Ｐ Ｏ 

 営利を目的としない不特定多

数の利益を増進する目的で活動

しており、自主性、専門性、先

駆性等の特性があります。 

 活動組織への市民の理解や評価

が高まります。 

 また、活動の幅が広くなることに

より、公益性が高いサービスを提供

できます。 

事業者（企業） 

 企業の理念において活動して

いるが企業活動とは別に公益活

動を行う事業者も増えており、

専門性、機動性に特化していま

す。 

 専門家のノウハウが必要な事業

を実施することができ、事業者に対

するイメージアップや市民からの

評価につながります。 

事業者団体、公益団体 

 商工会・商店会、農業協同組

合、医師会や個別事業者の協会

等は、専門性に特化しています。

 個別の事業者・専門家のノウハウ

を集約し、組織全体として取り組む

事業を実施することができ、団体等

に対するイメージアップや市民か

らの評価につながります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

※１ 

「コミュニティ」 

  居住地域を同じくし、利害をともに

する地域社会。生活形態を基礎として

形成されるまとまり・結びつきのひろ

がり。 



 
 
 
 
 
第３小節 行政の役割 
 
 行政は、この指針の目的やそれぞれの役割などを広く市民に理解してもら

うことが大切です。このため、市民が協働のまちづくりを実践しやすい環境

づくりに取り組む必要があります。 

 

区 分 目 的 内 容 

環 境 づ く り 
 まちづくりへの市民参画を促進させ

る環境整備。 

情報共有の促進 

協働を推進する制度の整備 

広報・公聴活動の充実 

人 づ く り 
 まちづくりを実践できる人材の育

成。 

意識・能力の向上 

地域リーダーの育成 

次世代の人材育成 

組 織 づ く り 
 主体的にまちづくりを推進できる組

織の育成。 

地域の活動組織の育成・強化 

市民活動団体の育成・強化 

活動場所の整備 

サポート体制の整備 

活動支援づくり 
 地域の活性化に向けた自主的なまち

づくり活動への支援。 
市民協働制度の充実 
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第１小節 まちづくりの活動範囲 
 
 まちづくりの活動には、市民（個人・団体・事業者）の活動範囲と行政の

活動範囲が存在し、事業内容によっては、市民と行政の組み合わせや市民同

士（個人と事業者等）の組み合わせがあります。 

 この重なる部分では、それぞれの知識や技術・経験を生かして効果的に事

業を実施することができ、一つの主体が単独で行う事業とは異なる発想で協

働の事業が展開できます。 

 

【まちづくりの活動範囲のイメージ】 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また、重なり合う部分は、その事業内容に応じ、事業推進の在り方（市民

主体、対等、行政主体）を考慮しなければなりません。 

【概念図】 
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市民が責任を持って

行う部分 

 

 

 

市民が主、行政が

支援する部分 

 

 

 

 

市 民 と 行 政 が

対等に活動する

部分 

 

 

 

行政が主、市民が

支援する部分 

 

 

 

 

行政が責任を持って

行う部分 

第３楽章 協働の基本事項

市民主体 行政主体 対等 

市民（個人・団体 

・事業者）の活動範囲

行政の活動範囲 

参画 支援 協働 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
第２小節 協働の形態 
 
 事業を行う主体とパートナーとの間では、次のような様々な形態がありま

す。事業の内容に応じて、最も効果的な形態で、協働を実施することが大切

です。 
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形 態 内 容 効 果 等 

共   催 
 複数のパートナーが、共同で事業を行う

形態。 

 お互いが対等な立場で、企画段階から協

議を重ね、責任分担を明確にして事業を実

施することができます。 

また、役割分担に応じた経費負担をする

ことによって、効率化が図られます。 

後   援 
 主催者の実施する事業に対して、他のパ

ートナーが開催を援助する形態。 

 事業に対する相互理解が図られ、お互い

の信頼関係だけでなく、社会的な信頼も得

ることができます。 

実行委員会 

 複数のパートナーが構成員となって新

たな主催団体をつくり、事業を実施する形

態。 

 企画段階からお互いに協議することに

より、責任分担や経費負担が明確になりま

す。 

 また、協議を重ねることで、情報の共有

化、信頼関係の構築が図られます。 

事業協力 

 パートナー同士が、それぞれの特性を生

かし、継続的に協力して事業を実施する形

態。 

 お互いの特性が発揮できます。 

また、協議の機会が増えることで、パー

トナーとしての信頼関係の構築が図られ

ます。 

政策提案 

 パートナーの持つ専門的な知識や経験、

情報等を生かしてもらうため、委員会など

に参加して意見や提案などをもらう形態。

 行政にはない創造力ある発想や考え方

を政策に取り込むことができます。 

また、市民参画への意識が生まれます。

情報提供 

情報交換 

 パートナー同士が、それぞれの持ってい

る情報を提供し合ったり意見交換などを

行い、情報共有を図る形態。 

 専門的分野の情報を得ることができま

す。 

 また、地域の課題を的確に捉えられ、政

策提案への市民参画につながります。 



 

 

 

 

 

第３小節 協働のプロセス 
 

 協働事業の進め方は、それぞれの事業内容によって柔軟な工夫が必要です

が、基本的には次のプロセスとなります。 
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次のステップ  ① 

② 

③ 

⑤ 

④ 

 事業の評価 事業検討 

目標設定 
 

パートナー決定 

情報共有 
 

 役割分担と 

 責任、形態の

 確認 

 事業実施 

「役割分担と責任、形態の確認」 
互いの特性を理解し、役割と責任を明
確にします。また、より効果的な協働の
形態を考慮し、事業を実施します。 

「事業検討、目標設定」 
協働による事業推進が適切
か、そのメリットと効果を明確
にし、目的・目標を定め、実施
する事業を検討します。 

「事業の評価」 
協働事業の形態、実施方法、費用対効

果等について評価し、次の事業実施に向
けた改善を図ります。 

「協働事業のパートナーの決定、

 情報共有」 

 事業の活動内容に合わせ、役割

を十分に発揮できるパートナーを

決定し、情報の共有化を図ります。



 

 

 

 

 

第４小節 協働のルール 
 

 市民と行政が、パートナーとして協働のまちづくりを進めて行くには、一

定のルールが必要です。そのためには、お互いが共通の目標を持ち、それぞ

れの役割を理解し、責任を明確化しながら取り組むことが必要です。 

 

 

 ①目標一致 

   市民と行政は、お互いが共通の目標を持つことが大切です。 

 

 ②相互理解 

   市民と行政は、お互いの立場や特性をよく理解し、自由に意見を交換

できる関係を築くことが大切です。 

 

 ③対等 

   市民と行政は、上下関係は好ましくありません。お互いの役割と責任

を明確にし、対等であることが大切です。 

 

 ④自主性尊重 

   市民と行政は、お互いの自主性を尊重し、主体として自立した行動が

できる関係を築くことが大切です。 

 

 ⑤情報公開 

   市民と行政は、活動内容や結果を積極的に情報公開し、透明性の確保

を図ることが大切です。 
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第５小節 協働に適した事業 
 
市民と行政が協働することにより、より質の高いサービスを提供すること

が可能となります。また、同時に効率的で効果的な行財政運営にもつなげて

いくことができます。 

 協働事業は、市民生活に直接的に関わりがある事業や、市民の特性を生か

すことのできる事業に適しています。例えば、次のような事業が協働に適し

ていると言えます。 

 

１ きめ細かな対応が求められる事業 

  ＮＰＯ等の柔軟性や機敏性を生かし、重点的にサービスを行うことが必要な事業 

例）・災害ボランティア事業 

・子育て支援事業 

・高齢者支援事業 

・障害者支援事業 

 
（取組事例） 
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～災害ボランティア～ 

        【自主防災組織】 

 近い将来高い確率で発生すると予測されている大規模な地震等

の災害から家族や自らの生命、財産を守るためには、普段から十

分な対策が必要です。 

 災害時には、市や防災関係機関は総力をあげて活動しますが、

災害発生初期は十分な活動が行なえないケースも考えられます。 

 初期消火や避難誘導等、被害拡大を防ぐため、地域の人達がお

互いに協力しながら、防災活動を組織的に取り組む「自主防災組

織」は、市内でも１１８団体設立（H19.2 月現在）されています。

  ～子育て支援～ 

     【図書館ボランティア「だっこ・ラッコ」】 

 

 迫図書館では、図書館ボランティア「だっこ・ラッコ」

によるおはなし会を実施しています。 

 幼児・児童を対象に、絵本の読み聞かせを通して、親子

のふれあいの場をつくっています。 



 

 

 

 

 

２ 地域との連携が必要な事業 

  地域の課題を解決するために取り組むことが必要な事業 

例）・防犯、防災活動事業 

・交通安全対策事業 

・ごみ減量化事業 

・青少年健全育成事業 

 

（取組事例） 

    

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 広く市民の参加を求める事業 

  市民が持つネットワークを十分に生かし、多くの参加を促す必要のある事業 

例）・環境美化事業 

・イベント開催事業 

・講演会開催事業 

 

（取組事例） 
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～小学生を狙った犯罪を未然に防止～ 

       【孫護区（そんごく）シルバー隊】 

 

 石越町長根駐在所長の発案により、学校周辺地区

の行政区老人クラブのメンバー約３０人が会員とな

り、自主防犯組織である「孫護区シルバー隊」を設

立しました。 

 月曜日から金曜日の登下校時間に小中学校周辺に

立ち児童や生徒に声掛けをし、犯罪や事故等に巻き

込まれないように見守っています。 

～市民参加の新たな森林づくり～ 

         【植林ボランティア】 

 

 水環境の保全や自然の大切さを学びなが

ら、小学生や一般市民のボランティアによ

り、新たな森林づくりを行っています。 

  



 

 

 

 

 

４ 専門性が求められる事業 

  特定の分野に関する知識や専門性、ネットワークを生かして取り組むことが有効な事

業 

例）・健康相談、健康づくり事業 

・芸術、文化に関する事業 

・生涯学習に関する事業 

 

（取組事例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ これまで行政が取り組んだことのない先駆的な事業 

  行政課題に対して、知識やノウハウを持ち先行的に取り組んでいる事業 

例）・バイオ・ディーゼル燃料推進事業 

 

（取組事例） 
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～廃食油を再利用して資源循環～ 

    【バイオ・ディーゼル燃料推進事業】 

 

 家庭や公共施設からでる廃食油を再利用し、市

民バス等への活用を推進しています。 

 知的障害者施設、各種団体、企業、行政の協働

により、ゴミの減量化、二酸化炭素排出量の削減、

障害者の自立支援、財政負担の軽減等様々な効果

を生み出す事業として期待されています。 

～市民手作りの創作演劇～  

          【夢フェスタ水の里】 

 

 登米地域の歴史や文化、自然をテーマに、毎年約

１年をかけて製作される手作りによる市民劇場で

す。 

 舞台に立つ役者、脚本、演出運営スタッフまでボ

ランティアの参加者が中心となった運営であり、

「市民が主役」のとなる文化イベントが行われてい

ます。 



 
 
 
 
 
第６小節 協働推進の課題 
 
 登米市内では、これまでも各分野において、それぞれの主体がまちづくり

の活動を行ってきています。しかし、協働についての意識や役割分担、責任

が明確化されていない場合があり、協働による事業効果が十分に発揮されて

いないこともありました。 

 このため、これまでの取組などから、今後、「協働のまちづくり」を推進す

る上での課題を次のとおり整理します。 

 

 

①認識・情報 ～相互理解と情報共有～ 

   協働は、それぞれの主体の活動状況をお互いに認識し、理解すること

からはじまります。このため、お互いに必要な情報をいつでもどこでも

誰でも活用できるよう、情報の共有化を促進する仕組みづくりが必要で

す。 

 

②参画 ～市政参画の環境整備～ 

   まちづくりに参加しやすい環境や具体的な制度が整っていません。こ

のため、それぞれの主体が対等に話し合える意見交換の場の創設や参画

を促進させる制度づくりが必要です。 

 

③人材 ～リーダーとなる人材の育成～ 

   様々な人達がまちづくりの活動を実践していますが、協働を理解して

活動している人達はまだ少数です。このため、それぞれの主体において、

協働を理解し、リーダーとして活躍できる人材を育成していくことが必

要です。 

 

④意識 ～自ら考え実行するまちづくり～ 

   分権型社会において求められていることは、自から考えて実行する地

域づくり意識の一層の高揚を図ることです。このため、それぞれの主体

が地域に誇りと愛着を持ち、魅力的なまちづくりを自分たちで創造でき

る体制づくりが必要です。 
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第１小節 環境整備 
 
情報の共有を図りながら、市民が誰でも市政に参加しやすい環境の整備を

推進し、地域のまちづくりに関心をもってもらうことが協働のまちづくりの

第一歩です。 

 また、市民主体のまちづくりを進めるためのルールなどは、条例等により

定める必要があります。 

  

  

  

 

   

○情報共有の促進 

 

 

  ○協働を推進する条例等の整備 
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方  策 

〔解説〕 

「情報共有の促進」 

  「情報なくして参加なし」といわれるように、

市民参画を進め、協働してまちづくりを進める

ためには、情報共有は欠かせません。 

  情報共有は、それぞれの主体の持つ情報を共

に共有し、活用することです。 

  個人情報の取扱いに十分に留意し、市民が情

報を活用できるように、分かりやすく、入手し

やすいような環境整備を図ります。 

「協働を推進する条例等の整備」 

  市民と行政の協働によるまちづくりを推

進するための基本的な考え方をまとめた指

針を策定します。 

  また、法的な根拠となる条例の制定を目

指します。 

第４楽章 協働の推進方策 

 

 
 



 
 
 
 
 
第２小節 人材育成 
 
 協働のまちづくりを推進していく上で、最も重要なのは人材です。そのた

め、地域づくり講演会、研修会、ワークショップ※１等の開催により、地域・

次世代リーダー等の育成を図るとともに、地域リーダー同士の協力体制の整

備を行います。 

  

  

                      

 

 

 ○意識啓発事業の実施 

 

 ○地域のコーディネーター役、担い手の育成 

 

 ○まちづくりへの子どもたちの参加 
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〔解説〕 

「意識啓発事業の実施」 

  市民協働講座、講演会等を開催し、市民

が主体的にまちづくりに参加する意識の向

上を図ります。 

  また、市職員に対しては、協働によるま

ちづくりの職員研修、協働推進マニュアル

を作成し、意識啓発を図ります。 

「地域のコーディネーター役、担い手の育成」 

  協働事業や地域のまちづくり活動を支援でき

る知識、経験、技能を持った人の協力体制を構築

し、地域活動を行う次世代の人材を育成します。

「まちづくりへの子どもたちの参加」 

次世代のまちづくりの担い手である子ど

もたちに、学校や教育委員会と連携し、ボ

ランティア活動の学習を取り入れたり、子

どもたちの考えるまちづくり計画を作成し

てもらうなど、年少時期から登米市のまち

づくりに興味を持ってもらえる取組を実施

します。 

方  策 

※１ 

「ワークショップ」 

  講義など一方的な知識伝達のスタイルではな

く、参加者が自ら参加・体験し、グループの中

で学びあったり創り出したりする、双方向的な

学びと創造のスタイルのこと。 



 
 
 
 
 
第３小節 体制整備 
 
 自治活動組織の強化を図るため、組織間で横断的に相互協力ができる体制

を整備します。 

 また、地域自治活動や市民活動を促進するため、その活動に応じた活動場

所等の整備を図るとともに、庁内推進体制の整備を行います。 

  

  

  

 

 

 ○まちづくりの活動母体の体制整備 

 

 ○活動場所の整備 

 

 ○活動環境の整備 

 

 ○庁内推進体制の整備 
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方  策 

〔解説〕 

「まちづくりの活動母体の体制整備」 

既存のコミュニティの活動組織や自治組織等

の母体を生かしながら、協働事業や地域の特性を

生かした個性あるまちづくりを実施できる母体

の体制整備を図ります。 

「活動場所の整備」 

行政区、町内会等が主体となって整備する

集会施設建設への助成や公共施設の効率的な

利用を図り、地域まちづくりの活動拠点とし

て推進します。 

「活動環境の整備」 

既存備品の有効活用を図り、様々な市民活動団

体等が必要な機材、備品等の効果的な活用を推進

します。 

  このため、コミュニティ助成事業等を効果的に

活用していきます。 

「庁内推進体制の整備」 

協働のまちづくりを円滑に推進できるよ

う、総合的に推進する部署の設置や庁内組織

の横断的な推進体制の整備を図ります。 



 
 
 
 
 
第４小節 市民参画 
 
 市民が自主的・主体的にまちづくりに参加できるような仕組みづくりが必

要です。 

 市民と行政が持っている知識や技術、経験、情報等を生かし、協働のまち

づくりを進めます。 

  

  

           

 

 

   

  ○公聴会の促進 

 

  ○パブリックコメント制度※１の導入 

 

  ○市政モニター制度の活用 
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方  策 

※１ 

「パブリックコメント制度」 

  広く多くの市民の意見を聴取するた

め、広報やインターネットに行政の施策

を掲げ、それについて期間を設けて意見

を頂くという手法。 

〔解説〕 

「公聴会の促進」 
  どこでも市長室、出張市役所の計画的な
開催と合わせ、各担当部署において公聴の
場を充実させます。 
  会議の持ち方などを工夫し、偏った意見
聴取とならないような取組を行ないます。

「市政モニター制度の活用」 
  実際のサービス享受者である市民からそ
のサービスに対する率直な感想、意見を聴
取し、次回以降の事業内容に反映させます。



 
 
 
 
 
第５小節 協働事業 
 
 市民同士または市民と行政がお互いに支え合い、意見を出し合って、より

良いまちづくりを構築していくことが大切です。 

 地域のまちづくりについては、地域住民が主体的に活動し、自分たちで創

造していくという、地域力の向上につながるまちづくりの方策を講じていき

ます。 

  

  

           

 

 

   

  ○市民と行政の相互提案による協働事業 

 

 

  ○市民が創る地域のまちづくり計画 
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〔解説〕 

「市民と行政の相互提案による協働事業」 

  地域の個性を生かしたまちづくりや身近な地域の課

題解決策等、市民と行政が、持っている知識や技術、

経験、情報等を生かして共に検討し、事業実施の役割

分担等を決定しながら事業を実施できる制度を創設し

ます。 

 
「市民が創る地域のまちづくり計画」 

  地域のまちづくりについて、市民自らが住み良いま

ちづくりの将来ビジョンを自主的に計画策定し、個性

的なコミュニティ活動や地域づくり活動を推進しま

す。 

方  策 



 
 
 
 
 
第６小節 スケジュール 

区分 平成18年度 平成 19年度 平成 20年度 平成21年度 平成22年度

（１）環境整備      

情報共有の促進  
 

○◎● 

 

 
  

 

協働を推進する条例等の整備 
 

 ○ 

 

◎● 

 

 
  

（２）人材育成      

意識啓発事業の実施  
 

○◎● 

 

 
  

地域のコーディネーター役、担
い手の育成 

 
 

○   ◎

 

● 
  

 

 

 

 まちづくりへの子どもたちの
参加 

 
 

○   ◎

 

● 
  

（３）体制整備      

まちづくりの活動母体の体制

整備 
 

 

○ 
 

    ◎

 

● 

 

 

活動場所の整備 
 

○◎ ●
    

活動環境の整備 
 

○◎ ●
    

 

 

 

庁内推進体制の整備  
 

○◎● 

 

 

 

 
 

（４）市民参画      

公聴会の促進 
 

○◎● 

 

 

 

 
  

パブリックコメント制度の導

入 

 

  ○◎

 

● 
    

市政モニター制度の活用 
 

○◎● 
 

 

 
  

（５）協働事業      

市民と行政の相互提案による

協働事業 

    

  ○◎

 

● 

 

 
  

 
市民が創る地域のまちづくり

計画 
   

 

○    

 

◎ 

 

● 

 ○ 検討開始 

 ◎ 内容決定 

 ● 具体的取組開始 
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第１小節 組織区分 
 
 地域のまちづくりを推進する基礎的な区分は、地縁的な結びつきのある町

内会等の単位となりますが、単独の組織で環境、防災、防犯、健康、福祉、

教育等といったあらゆる事業を行っていくことは困難となってきています。 

 そのため、横断的に組織間の連携強化を図れる組織（まちづくりを推進す

る活動母体）の体制整備を図るとともに、専門的な活動を実践しているＮＰ

Ｏや事業者と相互に協力しながら、地域のまちづくりを推進して行くことが

大切です。 

 

【まちづくりを推進する組織区分】 

区 分 内 容 主な役割 

基礎的組織単位  地縁的なつながりのある町内会等 
・町内会運営、環境美化、防災、防

犯、各種地区内行事の実施 

まちづくりを推進 

する活動母体 

 

 上記の基礎的組織単位を中心に、地

域の実情に合わせて活動する組織 

 地域活動組織の中心となる組織に

位置付け 

 

《主な活動母体の単位》 

○コミュニティ推進協議会 

○振興協議会 

 （主な構成団体） 

 ・行政区、町内会等 

 ・ＰＴＡ、老人会、婦人会、青年会、

  ボランティア団体等 

・各種団体との連携を図り、相互協

力によるまちづくりの活動を展開

 

・地域の身近な課題解決の検討、情

報共有により、解決に向けた自発

的な実践及び行政との協力 

 

・構成団体の意見を取りまとめ、行

政に対する提言 

 

ＮＰＯ、事業者 
 専門的な知識や情報を提供できる

組織 

 

・協働事業のうち、公共的なサービ

ス事業を実施 

・社会貢献活動の実施 

・活動母体間の横断的な支援、協力
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 第５楽章 協働の展開

 
 



 

 

 

 

 

【地域のまちづくりの推進イメージ】 
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まちづくりを 

推進する活動母体 
 

○地域課題の発見、検討 

○地域内の情報共有 

○地域のまちづくりを実践

 

行 政 
 

○環境づくり 

○人づくり 

○組織づくり 

○活動支援づくり 

 

NPO、事業者 
 

○分野別に事業協力 

○まちづくりの活動支援 

協働 協働 

協働 



 
 
 
 
 
第２小節 地域の個性を生かしたまちづくり 
 
 地域のまちづくりについては、それぞれの主体が役割を果たしながら、地

域の持っている個性や特性を生かした個性的で魅力あるまちづくりを目指し

ます。 

 今後、市内すべての地域で協働のまちづくりを展開し、市民と行政のパー

トナーシップの構築を図ります。 
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〔解説〕 

「個性的で魅力あるまちづくり」 

  登米市は、豊かな自然に恵まれており、また、歴史的、文化的遺

産も数多くあります。 

  これらの地域資源を活用し、それぞれの地域がこれまで培ってき

たまちづくりを尊重しながら、個性と魅力にあふれた地域づくりを

目指していきます。 

 

 

石越町域 
 

石越 

中田町域 
 

浅水、石森 

上沼、宝江 

 
東和町域 

 
錦織、米谷 

米川 

登米町域 
 

小島、寺池 

日野渡、日根牛 

津山町域 
 

柳津、横山 

 

豊里町域 
 

豊里 

米山町域 
 

 桜岡、善王寺 

中津山、西野 

南方町域 
 

中央、西郷 

東郷 

迫町域 
 

北方、佐沼 

新田、森 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 「登米市オーケストラ」は、結成されたばかりです。 

 初めは、小さな曲から演奏してみましょう。課題はいくつもあり、調和

をとるのも難しいでしょう。時間もかかります。 

 

 しかし、一番大切なことは、みんなが「水の里 登米市」を愛し、自分

たちのまちを共に育てていく気持ちになることです。その想いが響き合い、

美しいハーモニーを生み出します。 

  

 そして徐々に、いろんな役割を持った、たくさんの奏者とともに、壮大

な曲を目指しましょう。 

 

 その音色が、高らかに、途切れることなく続けと願って。 
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後 奏 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登米市協働のまちづくり指針 
 

みんなで奏でよう、協働のまちづくり  
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